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ら
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▔税
平
成
30
年
度
の
償
却
資
産
申
告
は�

�

来
年
1
月
31
日
ま
で
に

　
市
内
で
、
会
社
や
個
人
で
工
場
・
商
店

等
を
経
営
し
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
構
築

物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
等
の
事
業
用
資

産
（
償
却
資
産
）
を
所
有
し
て
い
る
事
業

者
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況

を
市
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
申
告
用
紙
は
、
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
事
業
者
へ
今
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

（
新
規
に
事
業
所
を
開
設
し
た
等
、
申
告

の
必
要
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申

告
用
紙
が
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
）

申
告
期
限　
平
成
30
年
1
月
31
日
ま
で

申
告
の
方
法

▼
初
め
て
申
告
さ
れ
る
方

　
平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
で
所
有
し
て

い
る
す
べ
て
の
資
産
に
つ
い
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
前
年
度
に
申
告
さ
れ
た
方

　
平
成
29
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
30
年
１

月
１
日
ま
で
の
間
に
増
加
・
減
少
・
変
更

し
た
資
産
を
所
定
の
明
細
書
に
記
載
し
、

申
告
書
に
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
前
年
度
と
資
産
内
容
が
変
わ
ら

な
い
場
合
や
前
年
度
免
税
点
未
満
（
課
税

標
準
額
１
５
０
万
円
未
満
）
の
場
合
、
廃

業
や
解
散
な
ど
に
よ
っ
て
資
産
が
な
く
な

っ
た
場
合
も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
平
成
29
年
度
に
申
告
さ
れ
た
方
で
、
申

告
内
容
に
誤
り
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速

や
か
に
修
正
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た

場
合
は
名
義
変
更
の
手
続
き
を

　
既
存
の
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
売
買

や
贈
与
、
相
続
等
で
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、

税
務
課
固
定
資
産
税
係
で
名
義
変
更
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
法
務

局
で
登
記
手
続
き
を
さ
れ
る
場
合
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

　
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
以
前
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

今月が納期限の税金

〈都市計画税〉�
〈固定資産税〉�
第3期分

12月20日までにお近くの�
金融機関またはコンビニエンス�
ストアで納めてください。

税金の納め忘れはありませんか？
皆さんから納めていただく税金は、福祉・教育などの行政サービスやまちづ
くりに使われる大切な財源です。
� 問合先：税務課☎（275）6094

督促状の送付 納期限を過ぎても未納である方に督促状を発送し、納付をお
願いします。納期限が過ぎますと延滞金等が加算されます。

文書催告や差押
予告の送付

督促状発送後も納付されない場合は、文書等によ
り再度納付をお願いします。

財産調査 納付されない方に対して、勤務先や金融機関等へ
財産調査を行います。

財産の差押 財産調査で発見した滞納者の財産に対し、差し押さ
えを行います。（給与・預貯金・不動産・保険等）

財産の換価 差し押さえた財産を公売・取立てにより換価し、滞
納市税等に充てます。

※�財産調査や差し押さえを行うことは、法律により本人の同意を得ることなく行う事
ができます。

12月は税収確保重点月間です
期間中、府税の税収確保を推進するための取り組みを強化します。自主納税
に協力いただけない滞納者に対しては、税の公平性を確保するため厳正な
滞納処分を実施します。� 問合先：泉北府税事務所☎（238）7221

⬇

⬇

⬇

⬇
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宅
地
内
の
道
路
は�

�
非
課
税
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
宅
地
の
一
部
が
道
路
と
し
て
何
ら
制
約

を
設
け
ず
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

道
路
部
分
が
非
課
税
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
非
課
税
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、

道
路
部
分
が
記
載
さ
れ
た
測
量
図
等
と
あ

わ
せ
て
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

家
屋
を
新
築
・
増
築
す
れ
ば
登
記
申

請
が
必
要
で
す

　
家
屋
の
新
築
・
増
築
等
、
ま
た
は
取
り

壊
し
（
一
部
取
り
壊
し
を
含
む
）
を
し
た

と
き
は
、
法
務
局
へ
の
登
記
申
請
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
登
記
手
続
き
が

遅
れ
て
い
る
場
合
は
、
税
務
課
へ
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

▔国
民
年
金

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
自
営
業
者
や
学

生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無
職
の
人
な
ど
、
国

民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
、
保

険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
る
納
付
案
内
書
で
毎
月
の
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
納
付
案
内
書
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、

堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
０
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。）

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
将
来

受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
万
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
今
一

度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
納
付
に
は
、
時
間
と
手
間
が

か
か
ら
ず
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
の
ご

利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、
割
引
き

の
あ
る
お
得
な
振
替
方
法
（
毎
月
・
半
年

前
納
・
1
年
前
納
・
2
年
前
納
）
も
あ
り

～事業者 の皆 さんへ～
平成30年度入札参加資格審査申請（追加登録）

　市が発注する建設工事等の入札参加希望者の申請を受け
付けます。なお、申請書類は契約検査課で配布しています。
（ホームページからダウンロード可）

　高石市学校給食会では、学校給食物
資納入業者の登録を受け付けます。
登録有効期間　平成30年4月1日　　
　　　　　 　　～平成32年3月31日
申請・問合先　教育総務課で配布して
　　　　　　　 いる申請用紙に必要事
　　　　　　　 項を記入し、12月11日
　　　　　　　 ～22日（必着）に教育総
　　　　　　　 務課☎（275）6428へ持
　　　　　　　 参または郵送

業　種　建設工事、測量・建設コンサルタント等
　　　　物品・製造等、役務

申請書類　入札参加資格審査申請書・市が指定する補足書類
　　　　　・業者カード

申請方法　市内業者：持参のみ

　　　　　市外業者：郵送（消印有効）のみ

受付期間（全業種共通）　平成30年1月18日～25日

学校給食用物資納入業者の登録

問合先　契約検査課 ☎（275）6209

参加資格有効期間　平成30年４月１日～平成31年３月31日

※受付期間中の午前９時～午後5時に契約検査課へ。　
　（土・日曜日、平日の正午～午後1時を除く）

※申請書類を簡易書留で契約検査課へ。
※封筒には必ず「入札参加資格申請書類在中」及び希望業
　種を朱書きし、申請業種毎に個別に郵送してください。
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ま
す
。

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
場
合
は
、
口
座

振
替
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印

（
金
融
機
関
の
届
出
印
）
し
、
市
民
課
で

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
市
民
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
１

国
民
年
金
基
金
で�

�

ゆ
と
り
の
あ
る
人
生
を

　
国
民
年
金
基
金
は
、
国
民
年
金
に
ゆ
と

り
を
プ
ラ
ス
す
る

こ
と
が
で
き
る
、

自
分
で
入
る
公
的

な
個
人
年
金
で
す
。

掛
金
は
全
額
所
得
控
除
な
の
で
税
金
が
お

ト
ク
で
、
基
本
は
終
身
年
金
な
の
で
、
一

生
涯
お
受
け
取
り
が
で
き
ま
す
。
60
歳
以

上
65
歳
未
満
の
方
や
海
外
居
住
さ
れ
て
い

る
方
で
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
て

い
る
方
も
国
民
年
金
基
金
に
加
入
で
き
ま

す
。

※
非
居
住
者
が
支
払
っ
た
掛
金
は
、
所
得

　
控
除
対
象
外

　
資
料
請
求
・
ご
相
談
は
、
府
国
民
年
金

基
金
☎
０
１
２
０（
６
５
）４
１
９
２
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▔各
種

確
定
申
告
用
の�

�

保
険
料
納
付
済
証
明
を
送
付
し
ま
す

　
平
成
29
年
中
に
各
種
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
方
に
、
確
定
申
告
に
必
要
な
保
険
料

納
付
済
証
明
を
１
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
事
前
に
証
明
が
必
要
な
場
合
は
、
納
付

予
定
額
に
て
送
付
す
る
の
で
、
健
幸
づ
く

り
課
の
各
問
合
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
…
「
国
民
健
康
保
険
料

納
付
済
通
知
書
」

問
合
先　
健
康
保
険
係
☎（
275
）６
３
７
４

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
…「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
納
付
済
通
知
書
」

問
合
先　
健
康
保
険
係
☎（
275
）６
３
９
２

■
介
護
保
険
…「
介
護
保
険
料
納
付
済
通

知
書
」

問
合
先　
介
護
保
険
係
☎（
275
）６
３
２
９

富木第二住宅

富木南住宅

平成 30年４月１日

（西取石３丁目３‐10）

（取石７丁目13‐１）

一般世帯向け３LＤＫ  ２戸

車いす常用者世帯向け３ＤＫ　１戸

一般世帯向け３ＤＫ　１戸

１階　入居人数２人以上

４・５階　入居人数３人以上

５階　入居人数２人以上

※富木南住宅はエレベーターなし

■募集住宅

■入居可能日

■入居資格

■申込み・問合先

申込日に市内在住・在勤の方
※収入基準等、その他申込要件あり。

建築住宅課☎（275）6479 で配布し
ている申込用紙に必要事項を記入し、
12月20日までに建築住宅課へ郵送
（消印有効）または持参。

市
営
住
宅（
空
き
家
）入
居
者
募
集
！

わたしも
入っています。
優香

　上の講習会受講後に自転車用ヘルメットを購入さ
れると購入費用の一部を補助します。申請書は講習
会で配付します。
対象　前述の講習会を受講後に購入したもの
補助額　購入費用の半額　※上限 2000円
問合先　土木公園課 ☎（275）6478

　自転車を利用する皆さんの事故防止を目的として
“自転車安全運転講習会”を開催します。
　交通ルールやまちに潜む危険などについて解説し
ます。自転車を乗り始めた児童・瞬時の判断が苦手
と感じられている高齢の方はぜひ受講してください。

対象　市内在住の小学生と保護者、65歳以上の方
募集　各 50人（先着順）　　参加費　無料
申込　事前に土木公園課（電話申込可）へ

12月 26日（火） 午後２時～３時
時　間日　程 場　所

自転車安全運転講習会

自転車の安全確保に向けて

市役所（別館１階）

自転車ヘルメット購入費用の一部補助
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国
保
の
12
月
の
納
期
は
25
日
で
す

　
国
民
健
康
保
険
料
の
12
月
の
納
期
限
は

25
日
な
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お

願
い
し
ま
す
。
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
は
、
預
貯
金
残
額
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業�

�

宝
く
じ
の
助
成
金
で
備
品
を
整
備

（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝

く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
地

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
対
し
て
助
成

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
は
、
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
を
活
用
し
、
市
内
の
14
自
治
会

が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要
な
備
品
を

整
備
し
ま
し
た
。

問
合
先　
秘
書
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
０
８
２

水
道
水
の
水
質
検
査
結
果

平
成
29
年
10
月
採
水
分

※�

検
査
結
果
値
は
、
本
市
の
代
表
的
な
水

質
の
値
で
す
。

※�

基
準
値
は
、
水
道
法
に
定
め
ら
れ
て
い

る
値
で
す
。

※�㎎
／
ｌ
と
は
、
水
道
水
１
Ｌ
中
に
解
け

て
い
る
物
質
の
重
さ
で
す
。

　
な
お
、
水
質
検
査
計
画
と
検
査
結
果
の

詳
細
は
、
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
及
び
上
下

水
道
課
の
窓
口
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
先　
上
下
水
道
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
２
６

「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐに
は用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋
服等を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を
含めて2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したこと
を後悔し、また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をした
ところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。（60歳代　女性）

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r訪問して買い取りを行う

業者との契約は慎重に

休館日 土・日曜日、祝日

自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することはできま
せん。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。 購入業者は、前もって

電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求める
ことはできません。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっ
ぱりと断りましょう。 訪問購入はクーリング・オフが出来ます（法律で定められた書面を受け取った
日を含めて8日間）。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないこ
とがトラブルを防ぐ一つの方法となります。 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。 

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※国民生活センター「見守り新鮮情報第290号」から抜粋・イラスト黒崎玄

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

項　目
一 般 細 菌
大 腸 菌 群
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
鉄及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
有機物（全有機炭素の量）
pH値
平均遊離残留塩素
味
臭　気
色　度
濁　度

1ml 中 100以下
検出されないこと
10mg/l 以下
0.3mg/l 以下
0.05mg/l 以下
200mg/l 以下
3mg/l 以下
5.8～8.6
0.1mg/l 以上
異常でないこと
異常でないこと
5度以下
2度以下

基 準 値
0
検出せず
0.79mg/l
0.01mg/l 未満
0.005mg/l 未満
19.4mg/l
1.0mg/l
7.55
0.5mg/l
異常なし
異常なし
0.5 度未満
0.1 度未満

検査結果値
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お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

昭
和
23
年
の
国
際
連
合
第
３
回
総

会
に
お
い
て
、
世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
の
を
記
念
し
て
、
採
択
日

で
あ
る
12
月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」

と
し
、
さ
ら
に
我
が
国
で
は
、
こ
の

日
を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人

権
週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
も
「
人
権
週
間
」
に

ち
な
み
、
改
め
て
人
権
と
は
何
か
、

人
権
の
特
徴
、
そ
し
て
人
権
思
想
の

誕
生
か
ら
、
世
界
人
権
宣
言
採
択
へ

の
経
緯
に
つ
い
て
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
ま
す
。

　

人
権
と
は
、
「
人
々
が
生
存
と
自

由
を
確
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
を

追
求
す
る
権
利
」
（
平
成
11
年
国
の

人
権
擁
護
審
議
会
答
申
）
と
定
義
さ

れ
て
い
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
言
う

と
、
「
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て

い
く
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、

誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い

る
様
々
な
権
利
」
と
い
う
こ
と
で
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
自
由
や
平
等

を
保
障
し
、
安
全
に
、
安
心
し
て
日

常
生
活
を
送
れ
る
た
め
に
不
可
欠
な

権
利
の
集
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

人
権
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
第
一

に
、
人
権
は
人
が
生
き
て
存
在
し
て

い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
、
生

涯
決
し
て
失
う
こ
と
も
、
他
人
に
譲

る
こ
と
も
で
き
な
い
諸
権
利
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
に
は
、
そ

の
諸
権
利
が
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
せ

ず
、
た
が
い
に
補
い
あ
い
関
係
し
あ

っ
て
い
ま
す
。
ど
れ
か
一
つ
で
も
否

定
さ
れ
れ
ば
、
人
間
ら
し
く
生
き
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
人
権
全
体

が
否
定
さ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
人
権

は
普
遍
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人

種
・
皮
膚
の
色
・
性
別
・
言
語
・
宗

教
・
政
治
上
そ
の
他
の
意
見
・
国
籍

な
ど
の
違
い
に
関
係
な
く
、
世
界
中

の
す
べ
て
の
人
々
が
、
等
し
く
人
権

が
も
た
ら
す
利
益
を
受
け
る
資
格
を

も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
人
権
は

ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
今
日
に
至

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
近
代
人
権
思

想
は
、
ま
ず
１
２
１
５
年
イ
ギ
リ
ス

の
「
マ
グ
ナ=
カ
ル
タ
」
（
大
憲

章
）
に
成
文
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
１
７
７
６
年
の
「
ア
メ
リ
カ
独
立

宣
言
」
に
お
い
て
、
人
は
み
な
生
ま

れ
な
が
ら
に
等
し
く
、
侵
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
取
り
入

れ
ら
れ
、
そ
の
後
１
７
８
９
年
に
出

さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
」
は
、

人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
自
由
で
平

等
で
あ
る
と
宣
言
し
、
国
民
主
権
の

原
理
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
そ
の
後
の
各
国
の
憲
法
の
柱
に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

２
０
０
年
以
上
も
前
に
、
今
日
の
人

権
論
の
基
礎
と
な
る
も
の
が
成
立
し

ま
し
た
。
20
世
紀
で
は
、
二
度
に
わ

た
る
世
界
大
戦
の
反
省
と
、
社
会
の

変
化
に
よ
り
人
・
物
・
情
報
が
国
境

を
容
易
に
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
状

況
を
踏
ま
え
る
と
、
人
権
の
保
障
は

一
国
の
課
題
で
は
な
く
な
っ
て
き
た

こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
国
・
人
民
が

達
成
す
べ
き
共
通
の
基
準
と
し
て
、

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

世
界
人
権
宣
言
は
、
前
文
と
30
ヵ

条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
文

で
は
、
こ
の
宣
言
の
性
格
や
成
立
に

至
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
に
言
及
。

条
文
に
つ
い
て
は
、
自
由
、
平
等
、

生
命
・
安
全
の
権
利
、
公
正
で
公
平

な
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
ら
れ
る
権
利
な
ど
市
民

的
・
政
治
的
権
利
が
掲
げ
ら
れ
、
さ

ら
に
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
、
家

族
を
養
う
権
利
、
労
働
す
る
権
利
、

適
切
な
水
準
の
生
活
を
す
る
権
利
な

ど
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化
的
権
利

を
宣
言
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

人権週間

あなたの

■通常時（命の危険がない時）

■危険を感じた時ひと声
が目の不自由な人の
支えになります

目が不自由な人は、困った時に自分から人をさがして声をかけるこ
とが難しいです。だから、困っている人に気がついたら、ひと声を
かけてください。（いきなり腕や杖をつかまないようにしてください）

迷わず呼びかけてください。事故になる直前の緊急時のみ、腕をつ
かんでもかまいません。

「何かお手伝いしましょうか？」

「あぶない！止まって！」
問合先　高齢・障がい福祉課 ☎（275）6294



▶一般職員の部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

※主な増減理由…業務増・事務の合理化・退職者不補充等。

職 員 の 給 与

職 員 の 研 修

服 務勤 務 時 間 そ の 他 の
勤 務 条 件 の 状 況

職 員 の 手 当

職 員 の 分 限 及 び
懲 戒 処 分 の 状 況

▶人件費の状況

平成28年度

住民基本台帳人口（年度末） ⓐ歳出額 実質収支 ⓑ人件費 人件費比率 ⓑ/ⓐ

5万8,022人 225億3,509万5千円 34億6,843万3千円 15.4％

 6 月期
   …2.075月分
12月期
   …2.225月分

計…4.30月分

1億   839万1千円

30万4,800円 39万3,900円 41.3歳

（平成 28年度普通会計決算）

▶職員給与費の状況

平成29年度

一般行政職
平均給与月額 平均年齢平均給料月額 役　職 給料（報酬） 期末手当 退職手当

職員手当
給与費

給料ⓐ職員数 期末・勤勉手当 ⓑ合計
１人当たり給与費
　　ⓑ/ⓐ

13億1,581万円361人 3億2,566万9千円 21億9,548万4千円 608万2千円

市　長 87万円 ⓐ×50/100
副市長 76万円 ⓐ×28/100
議　長 58万円 －
副議長 55万円 －
議　員 52万円 －

5億5,400万5千円

▶特別職の給料等▶平均給料月額等及び平均年齢

（平成 29年度一般会計予算）

（平成 29年 4月１日現在）（平成 29年 4月１日現在）

※職員数には再任用職員・再任用短時間勤務職員を含む。また、職員手当には退職手当を含みません。

ⓐ =給料月額×在職月数。

18万4,800円

15万5,800円

19万1,700円
17万8,200円
14万6,100円

一般行政職

国高石市
▶初任給 （平成 29年 4月１日現在）

大学卒

高校卒

総合職
一般職
一般職

▶職員手当の状況

期末手当
６月期 12月期 合　計 加算措置

勤続20年 20.455月分

1.375月分

0.90  月分

2.60月分

1.70月分
161万円

《自己都合》1,087万5千円、《勧奨・定年》2,274万3千円

4.30月分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

定年前早期退職特例
措置による加算措置

1.225月分

0.80  月分

29.145月分
41.325月分
49.59月分

27.405月分 －
34.5825月分
49.59月分
49.59月分

勤続25年
勤続35年

11％（15％） 全職員 全域 1億5,257万9千円

最高限度額

（平成28年度）

（平成 29年４月 1日現在）

（平成 29年４月 1日現在）

勤勉手当

退職手当

区　分

１人当たりの平均支給額 ………

１人当たりの平均支給額 ………

地域手当
支給率（国の支給率） 支給対象職員 支給対象地域 支給実績

１人当たりの平均支給年額

自己都合 勧奨・定年 加算措置

（平成28年度普通会計決算）

 ……… 45万円（平成28年度普通会計決算）

5％～20％

2％～20％

※支給率は国と同様

※支給率は国と同様

▶その他の手当

特殊勤務手当

職員全体に占める
手当支給職員の割合

支給職員１人当たりの
平均支給年額

支給職員１人当たりの平均支給年額

手当の種類 支給実績

2万4千円 17万1千円

23万5千円 5,138万3千円
配偶者1万円、子8,000円、父母等6,500円等
月額2万7千円を最高支給限度額とし、その範囲内で支給（持ち家の職員は手当なし）
交通機関利用者に対し、１か月当たりの運賃相当額が5万5千円以下については運賃相当額

2.1％ 8種類

（平成29年４月１日現在）

時間外勤務手当

扶養手当
住居手当
通勤手当

（平成28年度普通会計決算）（平成28年度普通会計決算）

（平成28年度普通会計決算） 支給実績（平成28年度普通会計決算）

（平成28年度）

▶勤務時間
正規の勤務時間…週38時間45分
勤務開始時刻…午前９時、勤務終了時刻…午後５時30分
休憩時間…正午～午後０時45分

▶特別休暇等
結婚休暇…８日、子の看護のための休暇…５日
親族の喪に服するための休暇…１～７日
骨髄提供のための休暇…必要期間 など

▶職務専念義務の免除
市長部局等…78件、教育委員会…31件

▶兼業許可等
市長部局等…52件、教育委員会… ２ 件

▶職場研修
一般職員研修…新規採用職員研修・人材育

　成型人事評価研修・政策形
　成研修等

特別研修………救命救急研修・人権問題研
　　　修・認知症サポーター研修
　　　等

▶派遣研修
おおさか市町村職員研修研究センター
市町村職員中央研修所
全国市町村国際文化研修所等

▶分限処分（地方公務員法第28条）
市長部局等…休職６件、教育委員会…休職３件
▶懲戒処分（地方公務員法第29条）
市長部局等…免職０件・停職0件、教育委員会…免職０件・停職０件

職 員 の 任 免 及 び 職 員 数

　高石市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基
づき、平成28年度の市職員の給与・定員管理の状況等につ
いて、その概要を公表します。なお、詳しい状況はホーム
ページ及び市役所２階行政資料コーナーでご覧ください。

▶採用の状況
一般職員………… 12 人（試験）
再任用職員……… 15 人（選考） 再任用職員………  2  人
再任用短時間勤務職員… 39 人（選考）

▶退職の状況
一般職員………… 20 人（定年 12人）

再任用短時間勤務職員…  5  人

議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農水 商工 土木 教 育
特別行政部門一般行政部門 公営企業等会計部門

水道 下水道 その他 合 計

一般職員数 H28年度
H29年度

対 前 年 度 増 減 数

6 76 18 105 18 2 2 2 49 50 13 6 15 362
6
0 －3 －2 －21 －18 1 0 0 0 0 0 －9

73 19 87 19 2 2 2 647 64
14

11 15 353

問合先　人事課 ☎（275）6199

人事行政の運営等の状況
平成 28 年度
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▶一般職員の部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

※主な増減理由…業務増・事務の合理化・退職者不補充等。

職 員 の 給 与

職 員 の 研 修

服 務勤 務 時 間 そ の 他 の
勤 務 条 件 の 状 況

職 員 の 手 当

職 員 の 分 限 及 び
懲 戒 処 分 の 状 況

▶人件費の状況

平成28年度

住民基本台帳人口（年度末） ⓐ歳出額 実質収支 ⓑ人件費 人件費比率 ⓑ/ⓐ

5万8,022人 225億3,509万5千円 34億6,843万3千円 15.4％

 6 月期
   …2.075月分
12月期
   …2.225月分

計…4.30月分

1億   839万1千円

30万4,800円 39万3,900円 41.3歳

（平成 28年度普通会計決算）

▶職員給与費の状況

平成29年度

一般行政職
平均給与月額 平均年齢平均給料月額 役　職 給料（報酬） 期末手当 退職手当

職員手当
給与費

給料ⓐ職員数 期末・勤勉手当 ⓑ合計
１人当たり給与費
　　ⓑ/ⓐ

13億1,581万円361人 3億2,566万9千円 21億9,548万4千円 608万2千円

市　長 87万円 ⓐ×50/100
副市長 76万円 ⓐ×28/100
議　長 58万円 －
副議長 55万円 －
議　員 52万円 －

5億5,400万5千円

▶特別職の給料等▶平均給料月額等及び平均年齢

（平成 29年度一般会計予算）

（平成 29年 4月１日現在）（平成 29年 4月１日現在）

※職員数には再任用職員・再任用短時間勤務職員を含む。また、職員手当には退職手当を含みません。

ⓐ =給料月額×在職月数。

18万4,800円

15万5,800円

19万1,700円
17万8,200円
14万6,100円

一般行政職

国高石市
▶初任給 （平成 29年 4月１日現在）

大学卒

高校卒

総合職
一般職
一般職

▶職員手当の状況

期末手当
６月期 12月期 合　計 加算措置

勤続20年 20.455月分

1.375月分

0.90  月分

2.60月分

1.70月分
161万円

《自己都合》1,087万5千円、《勧奨・定年》2,274万3千円

4.30月分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

定年前早期退職特例
措置による加算措置

1.225月分

0.80  月分

29.145月分
41.325月分
49.59月分

27.405月分 －
34.5825月分
49.59月分
49.59月分

勤続25年
勤続35年

11％（15％） 全職員 全域 1億5,257万9千円

最高限度額

（平成28年度）

（平成 29年４月 1日現在）

（平成 29年４月 1日現在）

勤勉手当

退職手当

区　分

１人当たりの平均支給額 ………

１人当たりの平均支給額 ………

地域手当
支給率（国の支給率） 支給対象職員 支給対象地域 支給実績

１人当たりの平均支給年額

自己都合 勧奨・定年 加算措置

（平成28年度普通会計決算）

 ……… 45万円（平成28年度普通会計決算）

5％～20％

2％～20％

※支給率は国と同様

※支給率は国と同様

▶その他の手当

特殊勤務手当

職員全体に占める
手当支給職員の割合

支給職員１人当たりの
平均支給年額

支給職員１人当たりの平均支給年額

手当の種類 支給実績

2万4千円 17万1千円

23万5千円 5,138万3千円
配偶者1万円、子8,000円、父母等6,500円等
月額2万7千円を最高支給限度額とし、その範囲内で支給（持ち家の職員は手当なし）
交通機関利用者に対し、１か月当たりの運賃相当額が5万5千円以下については運賃相当額

2.1％ 8種類

（平成29年４月１日現在）

時間外勤務手当

扶養手当
住居手当
通勤手当

（平成28年度普通会計決算）（平成28年度普通会計決算）

（平成28年度普通会計決算） 支給実績（平成28年度普通会計決算）

（平成28年度）

▶勤務時間
正規の勤務時間…週38時間45分
勤務開始時刻…午前９時、勤務終了時刻…午後５時30分
休憩時間…正午～午後０時45分

▶特別休暇等
結婚休暇…８日、子の看護のための休暇…５日
親族の喪に服するための休暇…１～７日
骨髄提供のための休暇…必要期間 など

▶職務専念義務の免除
市長部局等…78件、教育委員会…31件

▶兼業許可等
市長部局等…52件、教育委員会… ２ 件

▶職場研修
一般職員研修…新規採用職員研修・人材育

　成型人事評価研修・政策形
　成研修等

特別研修………救命救急研修・人権問題研
　　　修・認知症サポーター研修
　　　等

▶派遣研修
おおさか市町村職員研修研究センター
市町村職員中央研修所
全国市町村国際文化研修所等

▶分限処分（地方公務員法第28条）
市長部局等…休職６件、教育委員会…休職３件
▶懲戒処分（地方公務員法第29条）
市長部局等…免職０件・停職0件、教育委員会…免職０件・停職０件

職 員 の 任 免 及 び 職 員 数

　高石市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基
づき、平成28年度の市職員の給与・定員管理の状況等につ
いて、その概要を公表します。なお、詳しい状況はホーム
ページ及び市役所２階行政資料コーナーでご覧ください。

▶採用の状況
一般職員………… 12 人（試験）
再任用職員……… 15 人（選考） 再任用職員………  2  人
再任用短時間勤務職員… 39 人（選考）

▶退職の状況
一般職員………… 20 人（定年 12人）

再任用短時間勤務職員…  5  人

議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農水 商工 土木 教 育
特別行政部門一般行政部門 公営企業等会計部門

水道 下水道 その他 合 計

一般職員数 H28年度
H29年度

対 前 年 度 増 減 数

6 76 18 105 18 2 2 2 49 50 13 6 15 362
6
0 －3 －2 －21 －18 1 0 0 0 0 0 －9

73 19 87 19 2 2 2 647 64
14

11 15 353

問合先　人事課 ☎（275）6199

人事行政の運営等の状況
平成 28 年度
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固定資産税

88,936 円

平成 28年度

市の歳入の多くは、皆さんから納めていただく市税によって成
り立っています。市税は、皆さんの生活を豊かにするために役立
てられています。また、都市計画税は、街路・下水道・公園な
どの都市計画事業に充てられています。なお、歳入歳出差引残
額のうち翌年度へ繰り越した事業に充当すべき財源が 1,879 万
4千円となるため、実質収支額は、1億 839万 1千円となります。

実質収支は、約1億839万1千円の黒字！

市　　　税 …101億 5,615 万 4千円（44.1％）
国庫支出金 … 44億 4,800 万 4千円（19.3％）
市　　　債 … 23億 9,717 万円　　  （10.4％）
府 支 出 金 … 16億 1,752 万 2千円（  7.0％）
地方交付税 … 14億 6,812 万 4千円（  6.4％）

そ　の　他 …

歳入「その他」に含む地方消費税交付金について

29 億 2,486 万 5千円（12.8％）

民　生　費 …92億 5,661 万 8千円（40.5％）
土　木　費 …34億 9,835 万 1千円（15.3％）

総　務　費 …18億 4,727 万 3千円（  8.1％）
公　債　費 …34億 7,667 万 8千円（15.2％）

衛　生　費 …17億 2,147 万円　　  （  7.5％）
そ　の　他 …13億 4,788 万 6千円（  5.8％）

民生費

医療費の助成、高
齢者・障がい者等
の福祉施策など

159,536 円

土木費

道路・公園・河川
の整備事業など

60,294 円

公債費

市の借入金の元金・
利子償還金など

59,920 円

総務費

市税の賦課・戸籍・
選挙事務など

31,837 円

教育費

学校施設の整備、
図書館の管理運
営、スポーツ振興
など

29,926 円

衛生費

健康づくり・ごみ
処理・リサイクル
推進など

29,669 円

市たばこ税

5,387 円

歳出・歳入ともに平

成 29 年 3 月 31 日

の人口（58,022 人）

を基に算出

39万4 , 4 1 3円市民１人あたりに
市税負担の金額 17万5 , 0 4 0円市民１人あたりの

使 わ れ た お 金
　
財
政
状
況
の
公
表
は
、

地
方
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治
法
第
２
４
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条

の
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第
１
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び
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す
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に
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き
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十
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ご
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を
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に
、
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の
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に
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て
、
よ
り
一

層
の
ご
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力
を
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る
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め
に
毎
年
２
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期

的
に
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
今
月
号
で
は
、
平
成
28

年
度
の
決
算
状
況
お
よ
び

平
成
29
年
４
月
１
日
〜
９

月
30
日
ま
で
の
市
の
財
政

状
況
（
平
成
29
年
９
月
30

日
現
在
）
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先
　
財
政
課

　
　
☎
（
275
）
６
０
８
４

平
成
28
年
度
決
算

平
成
29
年
度
執
行
状
況

平
成
28
年
度
決
算
の

主
な
事
業
と
内
容

財
政
状
況
を
公
表
し
ま
す

決 算 状 況

228億総額
8,465万4千円

歳 出
230億総額

1,183万9千円

歳 入

一般会計

特別会計 水道事業会計

　特別会計とは、一般会計とは切り離して独立した経理が行
われる会計のこと。各特別会計には予算があり、一般会計に
おける単一会計主義の原則に対する例外とされています。特
別会計は、下水道や国民健康保険などの事業における使用料
や保険料などの歳入をもってそれぞれの事業を行います。

　水道事業会計は企業会計方式により経理を行い、経営成績
を表す「損益計算書」と財政状態を表す「貸借対照表」で決
算を表します。水道事業は皆さんの水道料金の収入をもって、
安全で安心な給水サービスに努めています。

損益計算書 （千円）

合　計 合　計

1,248,092
1,239,242

22,052

627

1,326,046 1,326,046

営業費用

営業外費用

特別損失

77,954
営業外収益

64,125
当年度純利益

営業収益

合　計 合　計

440,059

1,192,587
2,108,935

3,813,597

5,922,532 5,922,532

流動資産

固定資産
938,897

3,350,989

繰延収益

資本

流動負債

固定負債

（千円）

貸借対照表 （千円）

減価償却累計額
△4,705,618

会計名

国 民 健 康 保 険

公 共 下 水 道 事 業

墓 地 事 業

介 護 保 険

後期高齢者医療保険

合　計

歳入 歳出 差引

7,922,884

2,648,873
6,184

4,737,941

801,100

16,116,982

8,658,293

2,621,786
6,184

4,594,646

765,186

16,646,095

-735,409

27,087
0

143,295

35,914

-529,113

市民 1 人あたりに使われたお金の内訳 市民 1 人あたりの市税負担の内訳

歳 

出
歳 

入

費 用 資 産収 益 負債・資本

※

天
女
サ
ミ
ッ

ト
な
ど
の
記

念
ウ
ィ
ー
ク

事
業
・
シ
ー

サ
イ
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
拡

充
・
市
民
主
体
の
記
念
事
業
へ

の
支
援
等
を
実
施
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
と
と
も
に
記
念
す
べ
き

50
周
年
を
祝
し
ま
し
た
。

高
石
市
市
制
施
行

50
周
年
記
念
事
業

子
育
て
ウ
ェ
ル
カ
ム
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
Ｈ
Ｕ
Ｇ
Ｏ
Ｏ
Ｄ（
ハ
グ
ッ
ド
）」

あ
そ
び
場
だ
け

で
な
く
、
地
域

の
子
育
て
支
援

拠
点
と
し
て
の

機
能
も
備
え
て

い
ま
す
。
高
石

に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し

た
ボ
ー
ネ
ル
ン
ド
と
一
緒
に
つ

く
っ
た
あ
そ
び
場
は
、
全
国
初

の
自
治
体
コ
ラ
ボ
と
し
て
も
注

目
さ
れ
ま
し
た
。平

成
28
年
５
月

14
日
に
南
海
本

線（
関
西
空
港
・

和
歌
山
市
方
面

行
き
）
の
高
架

切
り
替
え
が
完

了
し
ま
し
た
。
市
内
の
南
海
本

線
の
踏
切
遮
断
時
間
が
短
縮
さ

れ
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、

早
期
完
成
に
向
け
て
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

南
海
本
線
・
高
師
浜
線

連
続
立
体
交
差
事
業

軽自動車税

1,166 円

都市計画税

15,364 円

日
々
の
健
康
づ

く
り
に
対
し

て
、
商
品
券
な

ど
に
交
換
で
き

る
ポ
イ
ン
ト
が

貯
ま
る
制
度
。

国
と
連
携
し
た
実
証
実
験
と
し

て
先
進
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
商
品
券

に
交
換
す
る
こ
と
で
地
域
経
済

に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ

健
幸
ポ
イ
ン
ト
事
業

民生費
40.5％40.5％ 44.1％44.1％

市税

土木費
15.3％15.3％

15.2％15.2％

市債
10.4％10.4％

国庫支出金国庫支出金
19.3％19.3％

公債費公債費

総務費総務費
8.1％8.1％

府支出金 7.0％府支出金 7.0％

教育費教育費
7.6％7.6％

5.8％

地方交付税 6.4%地方交付税 6.4%

衛生費衛生費
7.5％7.5％

その他
その他その他
12.8%

教　育　費 …17億 3,637 万 8千円（  7.6％）

市民税

64,187 円

平成 26 年 4 月 1 日に消費税が 8％に引上げられ、

引上げ分の地方消費税収については社会保障 4経費

（年金・子育て・医療・介護）その他社会保障施策

に要する経費に充てるものとされています。上記経

費の充当状況は、ホームページで公表しています。
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固定資産税

88,936 円

平成 28年度

市の歳入の多くは、皆さんから納めていただく市税によって成
り立っています。市税は、皆さんの生活を豊かにするために役立
てられています。また、都市計画税は、街路・下水道・公園な
どの都市計画事業に充てられています。なお、歳入歳出差引残
額のうち翌年度へ繰り越した事業に充当すべき財源が 1,879 万
4千円となるため、実質収支額は、1億 839万 1千円となります。

実質収支は、約1億839万1千円の黒字！

市　　　税 …101億 5,615 万 4千円（44.1％）
国庫支出金 … 44億 4,800 万 4千円（19.3％）
市　　　債 … 23億 9,717 万円　　  （10.4％）
府 支 出 金 … 16億 1,752 万 2千円（  7.0％）
地方交付税 … 14億 6,812 万 4千円（  6.4％）

そ　の　他 …

歳入「その他」に含む地方消費税交付金について

29 億 2,486 万 5千円（12.8％）

民　生　費 …92億 5,661 万 8千円（40.5％）
土　木　費 …34億 9,835 万 1千円（15.3％）

総　務　費 …18億 4,727 万 3千円（  8.1％）
公　債　費 …34億 7,667 万 8千円（15.2％）

衛　生　費 …17億 2,147 万円　　  （  7.5％）
そ　の　他 …13億 4,788 万 6千円（  5.8％）

民生費

医療費の助成、高
齢者・障がい者等
の福祉施策など

159,536 円

土木費

道路・公園・河川
の整備事業など

60,294 円

公債費

市の借入金の元金・
利子償還金など

59,920 円

総務費

市税の賦課・戸籍・
選挙事務など

31,837 円

教育費

学校施設の整備、
図書館の管理運
営、スポーツ振興
など

29,926 円

衛生費

健康づくり・ごみ
処理・リサイクル
推進など

29,669 円

市たばこ税

5,387 円

歳出・歳入ともに平

成 29 年 3 月 31 日

の人口（58,022 人）

を基に算出

39万4 , 4 1 3円市民１人あたりに
市税負担の金額 17万5 , 0 4 0円市民１人あたりの

使 わ れ た お 金
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、
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に
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
今
月
号
で
は
、
平
成
28

年
度
の
決
算
状
況
お
よ
び

平
成
29
年
４
月
１
日
〜
９

月
30
日
ま
で
の
市
の
財
政

状
況
（
平
成
29
年
９
月
30

日
現
在
）
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先
　
財
政
課

　
　
☎
（
275
）
６
０
８
４

平
成
28
年
度
決
算

平
成
29
年
度
執
行
状
況

平
成
28
年
度
決
算
の

主
な
事
業
と
内
容

財
政
状
況
を
公
表
し
ま
す

決 算 状 況

228億総額
8,465万4千円

歳 出
230億総額

1,183万9千円

歳 入

一般会計

特別会計 水道事業会計

　特別会計とは、一般会計とは切り離して独立した経理が行
われる会計のこと。各特別会計には予算があり、一般会計に
おける単一会計主義の原則に対する例外とされています。特
別会計は、下水道や国民健康保険などの事業における使用料
や保険料などの歳入をもってそれぞれの事業を行います。

　水道事業会計は企業会計方式により経理を行い、経営成績
を表す「損益計算書」と財政状態を表す「貸借対照表」で決
算を表します。水道事業は皆さんの水道料金の収入をもって、
安全で安心な給水サービスに努めています。

損益計算書 （千円）

合　計 合　計

1,248,092
1,239,242

22,052

627

1,326,046 1,326,046

営業費用

営業外費用

特別損失

77,954
営業外収益

64,125
当年度純利益

営業収益

合　計 合　計

440,059

1,192,587
2,108,935

3,813,597

5,922,532 5,922,532

流動資産

固定資産
938,897

3,350,989

繰延収益

資本

流動負債

固定負債

（千円）

貸借対照表 （千円）

減価償却累計額
△4,705,618

会計名

国 民 健 康 保 険

公 共 下 水 道 事 業

墓 地 事 業

介 護 保 険

後期高齢者医療保険

合　計

歳入 歳出 差引

7,922,884

2,648,873
6,184

4,737,941

801,100

16,116,982

8,658,293

2,621,786
6,184

4,594,646

765,186

16,646,095

-735,409

27,087
0

143,295

35,914

-529,113

市民 1 人あたりに使われたお金の内訳 市民 1 人あたりの市税負担の内訳

歳 

出
歳 

入

費 用 資 産収 益 負債・資本

※

天
女
サ
ミ
ッ

ト
な
ど
の
記

念
ウ
ィ
ー
ク

事
業
・
シ
ー

サ
イ
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
拡

充
・
市
民
主
体
の
記
念
事
業
へ

の
支
援
等
を
実
施
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
と
と
も
に
記
念
す
べ
き

50
周
年
を
祝
し
ま
し
た
。

高
石
市
市
制
施
行

50
周
年
記
念
事
業

子
育
て
ウ
ェ
ル
カ
ム
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
Ｈ
Ｕ
Ｇ
Ｏ
Ｏ
Ｄ（
ハ
グ
ッ
ド
）」

あ
そ
び
場
だ
け

で
な
く
、
地
域

の
子
育
て
支
援

拠
点
と
し
て
の

機
能
も
備
え
て

い
ま
す
。
高
石

に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し

た
ボ
ー
ネ
ル
ン
ド
と
一
緒
に
つ

く
っ
た
あ
そ
び
場
は
、
全
国
初

の
自
治
体
コ
ラ
ボ
と
し
て
も
注

目
さ
れ
ま
し
た
。平

成
28
年
５
月

14
日
に
南
海
本

線（
関
西
空
港
・

和
歌
山
市
方
面

行
き
）
の
高
架

切
り
替
え
が
完

了
し
ま
し
た
。
市
内
の
南
海
本

線
の
踏
切
遮
断
時
間
が
短
縮
さ

れ
、
交
通
渋
滞
の
緩
和
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、

早
期
完
成
に
向
け
て
取
り
組
み

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

南
海
本
線
・
高
師
浜
線

連
続
立
体
交
差
事
業

軽自動車税

1,166 円

都市計画税

15,364 円

日
々
の
健
康
づ

く
り
に
対
し

て
、
商
品
券
な

ど
に
交
換
で
き

る
ポ
イ
ン
ト
が

貯
ま
る
制
度
。

国
と
連
携
し
た
実
証
実
験
と
し

て
先
進
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
商
品
券

に
交
換
す
る
こ
と
で
地
域
経
済

に
も
寄
与
し
て
い
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ

健
幸
ポ
イ
ン
ト
事
業

民生費
40.5％40.5％ 44.1％44.1％

市税

土木費
15.3％15.3％

15.2％15.2％

市債
10.4％10.4％

国庫支出金国庫支出金
19.3％19.3％

公債費公債費

総務費総務費
8.1％8.1％

府支出金 7.0％府支出金 7.0％

教育費教育費
7.6％7.6％

5.8％

地方交付税 6.4%地方交付税 6.4%

衛生費衛生費
7.5％7.5％

その他
その他その他
12.8%

教　育　費 …17億 3,637 万 8千円（  7.6％）

市民税

64,187 円

平成 26 年 4 月 1 日に消費税が 8％に引上げられ、

引上げ分の地方消費税収については社会保障 4経費

（年金・子育て・医療・介護）その他社会保障施策

に要する経費に充てるものとされています。上記経

費の充当状況は、ホームページで公表しています。
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お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス



（千円）

　　　…  主に道路や学校、公園などの建設事業に充当
するために、市が金融機関等から借り入れた債務です。

　　　　　　 …  一時的な現金不足が生じた場合に、そ
の支払資金の不足を補うために金融機関等から借り入れ
る金銭であり、その年度内の歳入をもって償還されると
いう点で公債と区別されます。

目的基金のうち、一般会計が 29 億 2 千万円の借
り入れを行っており、実質的な目的基金等は 31億
9,889 万 5千円となります。

土 地：61万1 , 7 7 4 . 5 6 ㎡
建 物：19万4 , 3 8 4 . 6 4 ㎡

現在高：61億1 , 8 8 9万5千円

一
部
事
務
組
合

公共下水道事業特別会計
一般会計

水道事業会計
小　計

泉北環境整備施設組合

高石市泉大津市墓地組合
小　計
合　計

ご み 処 理
公共下水道

都市下水道
そ　の　他

14,800,733
35,686,552

1,056,848
51,544,133
3,905,921

9,300

387,017
3,469,207

890
し 尿 処 理 39,507

81,995
3,987,916
55,532,049

会 計 等 未償還元金
（千円）■公債の残高

■一時借入金　

国民健康保険特別会計 1,200,000
現在高会計名

■一般会計借入金の借入先・目的別明細

都市計画 10,546,187
会　　館 2,533,760
病　　院 1,715,341

公営住宅 132,830

義務教育 763,967
土　　木 581,770

児童福祉 127,722
レクリエーションスポーツ施設 131,138

その他 19,153,837
合　計 35,686,552

未償還元金目的別 （千円）

財　務　省

大　阪　府
地方公共団体金融機構
そ　の　他
合　計

（旧）日本郵政公社
12,145,307
452,625
1,023,238
11,518,584
10,546,798
35,686,552

未償還元金（千円）借入先

公債

一時借入金

●公有財産

●目的基金

564億9 , 6 0 4万9千円

公債の残高：

債務保証額

実質的な後年の債務

※平成29年9月30日現在

科目 予算比予算現額 収入済額

合　計 25,516,818

市　　　税 10,389,000 6,421,372 61.8

41.9

地方交付税 1,219,000 77.4943,734
国庫支出金 5,032,050 33.51,683,428
府 支 出 金 1,686,057 19.6330,481
市　　　債 3,570,340 6.9244,840
そ　の　他 3,620,371 29.61,073,197

10,697,052

（千円） （千円） （％）

歳　入（執行率：41.9％）
科目 予算比予算現額 支出済額
総務費
民生費
衛生費
土木費
教育費
公債費
その他
合　計

1,808,335
9,906,966
1,822,955
5,254,608
2,150,966
3,382,650
1,190,338

25,516,818

632,968 35.0
43.1
35.7
32.4
36.3
50.0
44.3
40.2

4,273,664
651,214
1,704,484
780,652
1,691,426
527,473

10,261,881

（千円） （千円） （％）

歳　出（執行率：40.2％）

土地開発公社に対する

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法
律」により、地方公共団体は、財政の健
全性を表す健全化判断比率等の算定・公
表が義務付けられています。
　この指標が、財政健全化基準を上回る
と、財政健全化計画等を策定し、財政の
早期健全化を図ることとなります。
　本市の平成 28 年度決算における健全化
判断比率等については、国が定める早期
健全化基準や経営健全化基準には達して
おらず、健全な財政が保たれていること
を示しています。

一般会計等（普通会計） 公営事業会計
公営企業会計

一部事務組合
広域連合

地方公社
第三セクター等

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

　土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律の
規定に基づき、公共用地の管理・処分等を行っています。
市からの依頼により取得し保有する土地は右のとおりで
す。この取得費用は金融機関からの借入金でまかなって
おり、市が債務保証を行っています。
　市は、第五次高石市財政健全化計画案に基づき、公社
の債務の全面的な解消に向け、平成 32 年度までに公社を
解散させるべく取組んでいます。

土地開発公社の状況

～ 債 務 の 全 面 的 な 解 消 へ ～

保有面積 保有高
土地取得費 3,460.39 1,371,370

補償費等 306,305ー
支払利息 705,233ー
合　計 3,460.39 2,382,908

（千円）（㎡）

平成29年9月30日現在

実質赤字比率

指　標 解　　説

（早期健全化基準：12.94％、財政再生基準：20％）

（早期健全化基準：17.94％、財政再生基準：30％）

（早期健全化基準：25％、財政再生基準：35％）

（早期健全化基準：350％）

（経営健全化基準：いずれも 20％）

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

1年間の収入に対する一般会計等の赤字の割合

1年間の収入に対する1年間に支払った公債費
（借金返済）等の割合

1年間の収入に対する今後支払わなければな
らない公債費等の割合

1年間の収入に対する市全体の赤字の割合

1年間の事業規模に対する資金不足額の割合
資金不足比率
水道事業会計
公共下水道事業
特別会計

28 年度比率

15.4％

178.5％

赤字なし

赤字なし

赤字なし
赤字なし

健全化判断比率等からみる

255億1 , 6 8 1万8千円

市 の 財 政 状 況

平成 28年度

資 産 と 借 入 金

平成 29年度

上 半 期 執 行 状 況
健全化判断比率等

対象範囲

資産

借入金

一般会計

174億7 , 5 2 5万円特別会計 57億8 , 6 3 9万8千円水道事業会計

損益計算書 （千円）

合　計 合　計

541,773

485,783

10,223

104

571,615 571,615

営業費用

営業外費用

特別損失

29,842
営業外収益

75,505
当年度純利益

営業収益

合　計 合　計

251,623

1,192,587
1,939,875

3,846,523

5,786,398 5,786,398

流動資産

固定資産
915,694

3,426,494

繰延収益

資本

流動負債

固定負債

貸借対照表 （千円）

減価償却累計額
△4,778,411

費 用 資 産収 益 負債・資本

（千円）

会計名

国 民 健 康 保 険

公 共 下 水 道 事 業

墓 地 事 業

介 護 保 険

後期高齢者医療保険

合　計

予算現額 収入済額 支出済額

8,910,211

2,661,798
7,580

5,050,240

845,421

17,475,250

3,223,815

1,254,280
5,030

2,169,760

326,171

6,979,056

4,466,369

866,995
1,143

1,930,831

254,149

7,519,487

※

555億3 , 2 0 4万9千円
9億6 , 4 0 0万円：
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（千円）

　　　…  主に道路や学校、公園などの建設事業に充当
するために、市が金融機関等から借り入れた債務です。

　　　　　　 …  一時的な現金不足が生じた場合に、そ
の支払資金の不足を補うために金融機関等から借り入れ
る金銭であり、その年度内の歳入をもって償還されると
いう点で公債と区別されます。

目的基金のうち、一般会計が 29 億 2 千万円の借
り入れを行っており、実質的な目的基金等は 31億
9,889 万 5千円となります。

土 地：61万1 , 7 7 4 . 5 6 ㎡
建 物：19万4 , 3 8 4 . 6 4 ㎡

現在高：61億1 , 8 8 9万5千円

一
部
事
務
組
合

公共下水道事業特別会計
一般会計

水道事業会計
小　計

泉北環境整備施設組合

高石市泉大津市墓地組合
小　計
合　計

ご み 処 理
公共下水道

都市下水道
そ　の　他

14,800,733
35,686,552

1,056,848
51,544,133
3,905,921

9,300

387,017
3,469,207

890
し 尿 処 理 39,507

81,995
3,987,916
55,532,049

会 計 等 未償還元金
（千円）■公債の残高

■一時借入金　

国民健康保険特別会計 1,200,000
現在高会計名

■一般会計借入金の借入先・目的別明細

都市計画 10,546,187
会　　館 2,533,760
病　　院 1,715,341

公営住宅 132,830

義務教育 763,967
土　　木 581,770

児童福祉 127,722
レクリエーションスポーツ施設 131,138

その他 19,153,837
合　計 35,686,552

未償還元金目的別 （千円）

財　務　省

大　阪　府
地方公共団体金融機構
そ　の　他
合　計

（旧）日本郵政公社
12,145,307
452,625
1,023,238
11,518,584
10,546,798
35,686,552

未償還元金（千円）借入先

公債

一時借入金

●公有財産

●目的基金

564億9 , 6 0 4万9千円

公債の残高：

債務保証額

実質的な後年の債務

※平成29年9月30日現在

科目 予算比予算現額 収入済額

合　計 25,516,818

市　　　税 10,389,000 6,421,372 61.8

41.9

地方交付税 1,219,000 77.4943,734
国庫支出金 5,032,050 33.51,683,428
府 支 出 金 1,686,057 19.6330,481
市　　　債 3,570,340 6.9244,840
そ　の　他 3,620,371 29.61,073,197

10,697,052

（千円） （千円） （％）

歳　入（執行率：41.9％）
科目 予算比予算現額 支出済額
総務費
民生費
衛生費
土木費
教育費
公債費
その他
合　計

1,808,335
9,906,966
1,822,955
5,254,608
2,150,966
3,382,650
1,190,338

25,516,818

632,968 35.0
43.1
35.7
32.4
36.3
50.0
44.3
40.2

4,273,664
651,214
1,704,484
780,652
1,691,426
527,473

10,261,881

（千円） （千円） （％）

歳　出（執行率：40.2％）

土地開発公社に対する

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法
律」により、地方公共団体は、財政の健
全性を表す健全化判断比率等の算定・公
表が義務付けられています。
　この指標が、財政健全化基準を上回る
と、財政健全化計画等を策定し、財政の
早期健全化を図ることとなります。
　本市の平成 28 年度決算における健全化
判断比率等については、国が定める早期
健全化基準や経営健全化基準には達して
おらず、健全な財政が保たれていること
を示しています。

一般会計等（普通会計） 公営事業会計
公営企業会計

一部事務組合
広域連合

地方公社
第三セクター等

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

　土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律の
規定に基づき、公共用地の管理・処分等を行っています。
市からの依頼により取得し保有する土地は右のとおりで
す。この取得費用は金融機関からの借入金でまかなって
おり、市が債務保証を行っています。
　市は、第五次高石市財政健全化計画案に基づき、公社
の債務の全面的な解消に向け、平成 32 年度までに公社を
解散させるべく取組んでいます。

土地開発公社の状況

～ 債 務 の 全 面 的 な 解 消 へ ～

保有面積 保有高
土地取得費 3,460.39 1,371,370

補償費等 306,305ー
支払利息 705,233ー
合　計 3,460.39 2,382,908

（千円）（㎡）

平成29年9月30日現在

実質赤字比率

指　標 解　　説

（早期健全化基準：12.94％、財政再生基準：20％）

（早期健全化基準：17.94％、財政再生基準：30％）

（早期健全化基準：25％、財政再生基準：35％）

（早期健全化基準：350％）

（経営健全化基準：いずれも 20％）

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

1年間の収入に対する一般会計等の赤字の割合

1年間の収入に対する1年間に支払った公債費
（借金返済）等の割合

1年間の収入に対する今後支払わなければな
らない公債費等の割合

1年間の収入に対する市全体の赤字の割合

1年間の事業規模に対する資金不足額の割合
資金不足比率
水道事業会計
公共下水道事業
特別会計

28 年度比率

15.4％

178.5％

赤字なし

赤字なし

赤字なし
赤字なし

健全化判断比率等からみる

255億1 , 6 8 1万8千円

市 の 財 政 状 況

平成 28年度

資 産 と 借 入 金

平成 29年度

上 半 期 執 行 状 況
健全化判断比率等

対象範囲

資産

借入金

一般会計

174億7 , 5 2 5万円特別会計 57億8 , 6 3 9万8千円水道事業会計

損益計算書 （千円）

合　計 合　計

541,773

485,783

10,223

104

571,615 571,615

営業費用

営業外費用

特別損失

29,842
営業外収益

75,505
当年度純利益

営業収益

合　計 合　計

251,623

1,192,587
1,939,875

3,846,523

5,786,398 5,786,398

流動資産

固定資産
915,694

3,426,494

繰延収益

資本

流動負債

固定負債

貸借対照表 （千円）

減価償却累計額
△4,778,411

費 用 資 産収 益 負債・資本

（千円）

会計名

国 民 健 康 保 険

公 共 下 水 道 事 業

墓 地 事 業

介 護 保 険

後期高齢者医療保険

合　計

予算現額 収入済額 支出済額

8,910,211

2,661,798
7,580

5,050,240

845,421

17,475,250

3,223,815

1,254,280
5,030

2,169,760

326,171

6,979,056

4,466,369

866,995
1,143

1,930,831

254,149

7,519,487

※

555億3 , 2 0 4万9千円
9億6 , 4 0 0万円：
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